
ＷＥＢ版 

活用事例 

 二次相続編 



✔ 

基本情報 

Ｑ、配偶者はいますか？ 『いる』 

Ｑ、あなたは初婚ですか？ 『はい』 

Ｑ、配偶者の遺族生活資金の過不足をもとめますか？ 

  『いいえ』 
 
Ｑ、現在の配偶者との間に子供はいますか？ 

  『いる』 ⇒ 『２人』 

Ｑ、配偶者以外で子供はいますか？ 

  『いない』 
 
Ｑ、子供の生死と孫の人数 

  ⇒ 子１_２      孫 ⇒ 『０人』 
 
Ｑ、養子はいますか？ 『いない』 

Ｑ、両親はいますか？ 『いない』 

Ｑ、兄弟姉妹はいますか？ 『いない』 

Ｑ、ご家族以外の財産を残したい人はいますか？ 『いない』 

 

 

✔ 
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自宅＝小規模宅地の特例適用 

賃貸マンション＝貸家建付け地 
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二次相続の簡易計算を見れば、 

一次と二次の合計税額がわかります。 
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『相続財産の分割情報』へ移動 

二次相続を含めた相続税の合計額は、 

配偶者が法定相続分より少なく相続することで 

軽減されることもあります。 
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一次相続の税額は増加します。 

３,６１１万円－３,２１０万円＝４０１万円 
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この場合、一次相続・二次相続の合計額は、 

法定相続分通りの分割に比べて１７９万円軽減できます。 

５,３５０万円−５,１７１万円＝１７９万円 

一方、相続発生後に遺産分割協議がまとまらず、 

配偶者が全財産を相続することもあります。 
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一次相続の税額は、 

法定相続分通りの分割と同じです。 
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この場合、一次と二次の合計税額は、 

法定相続分通りの分割に比べて 

５,５８０万円も高くなります。 

そのため、早めに二次相続対策を 

実行することが重要になります。 
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遺産分割を法定相続分通りに戻して下さい。 

13 



注）二次相続においては「小規模宅地の特例」が適用できないケー

スがあります。適用できない場合には、課税財産が増加する可能

性があります。 

 小規模宅地の特例が適用できない場合には、配偶者自身の現在

所有する財産に、評価減分を加算してください。 

14 



自宅＝小規模宅地の特例適用 

小規模宅地の特例適用後の評価額が２,０００万円なので 

小規模宅地の特例が出来なかった場合の評価額を１億円とし、 

差額８,０００万円を配偶者自身の財産に加算します。 
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小規模宅地の特例適用の「可」「不可」によって 

二次相続税額が２,１４０万円⇒４,５３０万円と大幅アップします。 

そのため、早めに二次相続対策を 

実行することが重要になります。 
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